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(57)【要約】
【課題】　筋力トレーニング機器の利用者が「胸をはり
」かつ「肩をすくめない」姿勢であるかを計測するパー
ソナルトレーナースーツを提供する。
【解決手段】　パーソナルトレーナースーツは、利用者
の鎖骨の動きに連動する連動部材と、前記連動部材の動
きを計測する計測装置と、前記計測器を前記利用者の前
胸部に固定するシャツと、を備える。また、パーソナル
トレーナースーツは、前記連動部材と、前記計測装置と
を連結する連結部材をさらに備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者の鎖骨の動きに連動する連動部材と、
　前記連動部材の動きを計測する計測装置と、
　前記計測装置を前記利用者の前胸部に固定するシャツと、
を備えるパーソナルトレーナースーツ。
【請求項２】
　前記連動部材と、前記計測装置とを連結する連結部材をさらに備える請求項１に記載の
パーソナルトレーナースーツ。
【請求項３】
　前記連動部材は、半円筒の形状をしており、前記連結部材は前記半円筒の外周面に接続
し、前記半円筒の内周面は両面テープによって利用者の鎖骨部分の皮膚と密着する請求項
２に記載のパーソナルトレーナースーツ。
【請求項４】
　利用者の鎖骨の動きに連動する連動部材と、
　前記連動部材の動きを計測する計測装置と、
を備える姿勢計測装置。
【請求項５】
　前記計測装置は、前記連動部材の動きを回転角度として計測する請求項４に記載の姿勢
計測装置。
【請求項６】
　利用者の鎖骨の動きを計測する計測ステップと、
　前記計測した動きに基づき、前記利用者の姿勢計測結果及びトレーニングアドバイスを
出力する出力ステップと、
を備える姿勢計測方法。
【請求項７】
　利用者の鎖骨の動きに連動する連動部材と、前記連動部材の動きを計測し、無線通信可
能な計測装置と、前記計測装置を前記利用者の前胸部に固定するシャツと、を有するパー
ソナルトレーナースーツを備える姿勢計測システムであって、
　前記計測装置の計測結果に基づき、前記利用者の姿勢計測結果及びトレーニングアドバ
イスを出力する姿勢計測システム。
【請求項８】
　無線通信可能な携帯端末をさらに備え、
　前記携帯端末は、前記計測装置の計測結果に基づき、前記利用者の姿勢計測結果及びト
レーニングアドバイスを出力する請求項７に記載の姿勢計測システム。
【請求項９】
　前記計測装置は、慣性計測ユニットを有し、
　前記携帯端末は、前記慣性計測ユニットの計測結果に基づく、前記利用者の動作テンポ
及びトレーニングアドバイスを出力する請求項８に記載の姿勢計測システム。
【請求項１０】
　利用者の上腕の動きを計測する他の慣性計測ユニットを有し、無線通信可能な上腕測定
装置をさらに備え、
　前記携帯端末は、前記上腕測定装置と無線通信可能であり、前記の他の慣性計測ユニッ
トの計測結果に基づく、前記利用者の動作テンポ及びトレーニングアドバイスを出力する
請求項９に記載の姿勢計測システム。
【請求項１１】
　伸縮しにくい生地でシャツの前面を形成されている前身頃と、
　伸縮しやすい生地でシャツの両側面を形成されている側身頃と、
　前記伸縮しやすい生地でシャツの襟を形成されている襟ぐり布と、
　シャツの後面である後身頃と、
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　前記前身頃の前胸部に設けられた、一対の着脱自在な部材の一方と、を備えるトレーニ
ングシャツであって、
　前記一対の着脱自在な部材の他方を有する姿勢計測装置が鎖骨の動きを計測可能にする
ために、前記前身頃は左右の鎖骨部分が露出するように形成されているトレーニングシャ
ツ。
【請求項１２】
　前記後身頃は、前記伸縮しにくい生地で形成されている請求項１１に記載のトレーニン
グシャツ。
【請求項１３】
　前記一対の着脱自在な部材は、凸部と凹部とからなる請求項１１に記載のトレーニング
シャツ。
【請求項１４】
　前記一対の着脱自在な部材は、面ファスナーからなる請求項１１に記載のトレーニング
シャツ。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筋力トレーニングのためのウェアラブル型パーソナルトレーナースーツ、筋
力トレーニングの参加者の姿勢を計測する装置及び方法、並びに、トレーニングシャツに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　超高齢化社会の日本では、医療機関や介護などの助けを受けずに自立して生活できる期
間である「健康寿命」を平均寿命に近づけることが喫緊の課題である。健康を維持するた
めには、食事、睡眠、運動の生活習慣を適切に管理する必要がある。特に運動習慣につい
ては、加齢にともなう筋力低下を遅らせることができるという点から、筋力トレーニング
を積極的に取り入れるべきである。
【０００３】
　近年、無人店舗型のジムの出店数が近年増加している。この形態のジムは従来の有人フ
ィットネスクラブと同等かより低廉な価格で入会でき、会員であれば２４時間入退店でき
、トレーニング機器を自由に利用できることを特長としている。筋力トレーニングを行う
機会は増えていると言えるが、その一方で、トレーニング参加者(以下、トレーニーと呼
称)は筋力トレーニング時の姿勢やテンポを自分で管理する必要がある。
【０００４】
　筋力トレーニングでは、怪我を防止しつつ、目的とする筋群に適切に負荷を与えて、最
大のトレーニング効果を得ることが大切である。そのためにはトレーニング中の適切な姿
勢および適切な動作のテンポを維持し続けることが必要である。
【０００５】
　これを達成するために、トレーニーは、トレーニング指導者（以下、トレーナーと呼称
）の指導が得られる環境であれば、その模範動作を見て姿勢を学んだり、「胸を張って」
、「肩を下げて」、「肘を引いて」といった口頭での指示を受けたりしながら動作に取り
組むことができる。
【０００６】
　しかし、(イ)そもそも無人店舗型ジムではトレーナーが不在であり、有人店舗型フィッ
トネスでも常にトレーナーが側にいてフォームをチェックしているとは限らない(指導を
受ける機会の欠如)、(ロ)胸を張るために力を入れる必要のある背面上部の筋群が、日常
生活で意識する機会が少ない部位である(トレーニング経験が未熟)、(ハ)トレーニングセ
ッションの後半で疲労が蓄積している(疲労という外部要因)、といった理由から不適切な
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姿勢をとってしまっている場合、トレーニーが自分で気付くことは困難である。
【０００７】
　とりわけトレーニング初心者の場合、自分の姿勢が適切か否かを自分で判断することは
現実的ではない。
【０００８】
　一人のトレーニーに対して一人のトレーナーが専属で対応するパーソナルトレーナー・
サービスを利用すれば、不適切な姿勢を回避できると期待できる。しかしながら、一般に
パーソナルトレーナーの料金は高額であり、誰もが利用できるものとは言い難い。
【０００９】
　このため、トレーニーが正しくない姿勢でトレーニングを続けてしまった結果、効果が
得られない、または、オーバーユースによる受傷に至る可能性もある。
【００１０】
　特許文献１には、肩甲骨－胸筋（主に前鋸筋）を強化する筋力トレーニング機器の利用
者に対し、「胸をはっているか」のフィードバックを提供する技術が開示されている。
【００１１】
　しかしながら、筋力トレーニングには、「胸を張っていても、肩をすくめる」フォーム
は不適切な場合がある。このため、筋力トレーニングの効果が得にくく、また、怪我をす
る可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特表２０１５－５２４７１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、このような課題に着目して鋭意研究され完成されたものであり、その目的は
、筋力トレーニング機器の利用者が「胸をはり」かつ「肩をすくめない」姿勢であるかを
計測することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題を解決するために、本発明は、利用者の鎖骨の動きに連動する連動部材と、前
記連動部材の動きを計測する計測装置と、前記計測器を前記利用者の前胸部に固定するシ
ャツと、を備えるパーソナルトレーナースーツである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、筋力トレーニング機器の利用者が「胸をはり」かつ「肩をすくめない
」姿勢であるかを計測することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例１に係るパーソナルトレーナースーツの概略構成図である。
【図２】本発明の実施例１に係る姿勢計測装置の模式図である。
【図３】本発明の実施例１に係る姿勢計測装置の裏面図である。
【図４】本発明の実施例１に係る姿勢計測システムの概略構成図である。
【図５】本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のメインフローチャートである。
【図６】本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のサブフローチャート（上腕が動く種目）
である。
【図７】本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のサブフローチャート（デッドリフトの場
合）である。
【図８】本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のサブフローチャート（スクワットの場合
）である。
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【図９】本発明の実施例１に係るトレーニングシャツの正面図である。
【図１０】本発明の実施例１に係るトレーニングシャツの側面図である。
【図１１】本発明の実施例１に係るトレーニングシャツの背面図である。
【図１２】本発明の実施例２に係るトレーニングシャツの正面図である。
【図１３】本発明の実施例２に係るトレーニングシャツの側面図である。
【図１４】本発明の実施例２に係るトレーニングシャツの背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。なお、各図において共通する部分
には同一の符号を付し、重複した説明は省略する。
【実施例１】
【００１８】
　筋力トレーニングを適切に行うためには、ユーザが「胸をはり」かつ「肩をすくめない
」姿勢を維持している必要がある。「胸をはり」かつ「肩をすくめない」姿勢に関係する
関節は、肩甲胸郭関節と胸鎖関節の２つである。
【００１９】
　肩甲骨を覆う筋肉は運動中に変形し、肩甲骨の表面の皮膚も動き、不安定になる。この
ため、皮膚の外側から肩甲胸郭関節の動きを正確に計測することは難しい。
【００２０】
　一方、胸骨と鎖骨の場所を手で触ってみるとわかる通り、胸骨と鎖骨を覆う筋肉や皮下
脂肪はほとんど無く、胸骨と鎖骨の表面の皮膚は安定している。このため、皮膚を介して
、胸鎖関節の動きを計測することは可能である。
【００２１】
　また、人体では、上下に伸びる胸骨の上端の左右に、胸鎖関節が配置している。この胸
鎖関節を介して、左右の鎖骨は胸骨と接続している。鎖骨は胸鎖関節を中心に立体的に動
くことができる。
【００２２】
　すなわち、鎖骨の動きは、胸鎖関節を支点として、人体に垂直な軸（頭から足にかけて
）を中心に前後に回転する成分（巻き肩になる、又は、胸を張る）と、人体に水平な軸（
胸から背中にかけて）を中心に上下に回転する成分（肩をすくめる、又は、肩を下げる）
に分解することができる。そこで、本実施例では、鎖骨の動きを前後成分と上下成分に分
解して計測することにする。
【００２３】
　（パーソナルトレーナースーツ）
　図１は、本発明の実施例１に係るパーソナルトレーナースーツの概略構成図である。パ
ーソナルトレーナースーツ１０は、筋力トレーニング機器の利用者（以下、ユーザと呼称
）の胸の部分に密着するトレーニングシャツ１００と、トレーニングシャツ１００の前胸
部に着脱自在な姿勢計測装置２００を少なくとも備えている。また、パーソナルトレーナ
ースーツ１０は、アームバンド３００と、アームバンドに着脱自在な上腕測定装置３１０
もさらに備えていてもよい。
【００２４】
　（姿勢計測装置を取り付けた状態のトレーニングシャツ）
　トレーニングシャツ１００は、両袖が無く、左右の鎖骨部分が見えるくらいに両肩が露
出している。また、トレーニングシャツ１００は、左右の鎖骨部分が露出するように、伸
縮しにくい生地でシャツの前面を形成されている前身頃１１０と、伸縮しやすい生地でシ
ャツの両側面を形成されている側身頃１２０ａ、１２０ｂと、伸縮しやすい生地でシャツ
の襟を形成されている襟ぐり布１３０と、シャツの後面である後身頃（不図示）とからな
る。ここで、前身頃１１０の前胸部には、後述する凸部（不図示）が配設されており、姿
勢計測装置２００を着脱自在にすることが可能になる。
【００２５】
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　前身頃１１０を伸縮しにくい生地を用いて形成したのは、姿勢計測装置２００を前胸部
に相当する部分に安定的に取り付ける必要があるからである。すなわち、トレーニング中
に姿勢計測装置２００が前胸部に固定されずに、ずれてしまうと、正確な姿勢計測ができ
なくなるからである。一方、左右の側身頃１２０ａ、１２０ｂと、襟ぐり布１３０を伸縮
しやすい生地を用いて形成したのは、利用者がトレーニングシャツ１００を着たり脱いだ
りすることをし易くするためである。さらに、襟ぐり布１３０に面ファスナー（不図示）
が設けられていると、利用者はトレーニングシャツ１００をより着脱しやすくなる。
【００２６】
　後身頃（不図示）の生地としては、トレーニングシャツ１００の着脱を考慮して伸縮し
やすい生地を用いてもよい。また、前身頃１１０と同様に、伸縮しにくい生地を用いた場
合、より姿勢計測装置２００を前胸部に固定することが可能になる。
【００２７】
　（姿勢計測装置の概要構成）
　姿勢計測装置２００は、トレーニングする時には、上述した通り、トレーニングシャツ
１００の前胸部に取り付けられる。そして、姿勢計測装置２００の上面には２つの連結部
材２３０ａ、２３０ｂの一端が接続しており、連結部材２３０ａ、２３０ｂそれぞれの他
端には連動部材２２０ａ、２２０ｂが接続している。
【００２８】
　連動部材２２０a、２２０ｂは、半円筒の形状をしている。その外周面に連結部材２３
０ａ、２３０ｂが接続している。一方、内周面は、トレーニングシャツ１００から露出し
ている利用者の鎖骨部分の皮膚を覆っている。内周面の直径は人間の鎖骨部分の一部を覆
う程度であればよく、２ｃｍ程度である。また、連動部材２２０ａ、２２０ｂ及び連結部
材２３０ａ、２３０ｂは、プラスチック等の成形加工しやすい材料で作成してよい。
【００２９】
　左右の連動部材２３０ａ、２３０ｂはそれぞれ左右の鎖骨の動きに連動することができ
る。そして、左右の連動部材２３０ａ、２３０ｂと姿勢計測装置２００を連結している左
右の連結部材２３０ａ、２３０ｂは、左右の鎖骨の動きを姿勢計測装置２００に伝えてい
る。姿勢計測装置２００の詳細については後述する。
【００３０】
　（上腕測定装置の構成）
　上腕測定装置３１０は、直方体の形状であり、高さ約５ｃｍ、幅約４ｃｍ、奥行き約３
ｃｍである。筐体はプラスチック等の成形加工しやすい材料で作成される。上腕測定装置
３１０の筐体は、不図示であるが、情報処理を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）ボードと、３軸の回転速度を検出し、３軸の加速度を検出し、及
び３軸の地磁気を検出して絶対方向を検出する慣性計測ユニットと、各種機器に電源を供
給するバッテリと、外部端末と無線通信する無線データ通信器とを内蔵している。
【００３１】
　アームバンド３００は、その外周面に上腕測定装置３１０を取り付けることができる。
また、アームバンド３００には面ファスナー（不図示）が設けられており、ユーザは上腕
測定装置３１０をその上腕に固定することができる。上腕測定装置３１０の具体的な測定
方法については後述する。
【００３２】
　（姿勢計測装置の詳細構成）
　図２は、実施例１に係る姿勢計測装置２１０の模式図である。この図は、右側の鎖骨の
動きをどのように計測しているかについて説明する。本実施例では、姿勢計測装置２１０
が鎖骨の動きを計測するために、複数の部品を組合せている。このため、鎖骨の動きがど
のように姿勢計測装置に伝わるかの特徴を際立だせるため、模式図を用いる。模式図のた
め、各部品の大きさ及び取付け位置が実際とは少し異なる点に留意していただきたい。
【００３３】
　ここで、符号として、３桁の数字の後に、１文字のアルファベットの小文字ａが記され
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ている部品群は、右側の鎖骨の動きを姿勢計測装置２１０へ伝達するための部品群である
ことを表している。つまり、反対側（左側）の鎖骨の動きを計測するためには、同様の部
品群を用意する必要がある点に留意していただきたい。
【００３４】
　筋力トレーニング中の鎖骨の動きとして計測する必要があるものには、４つある。１つ
目は、「肩をすくめる」であり、鎖骨の上方向の動きに相当する。２つ目は、「肩を下げ
る」であり、下方向の動きに相当する。３つ目は、「巻き肩になる」であり、前方向の動
きに相当する。４つ目は、「胸を張る」であり、後ろ方向の動きに相当する。
【００３５】
　人体の右側の鎖骨の動きと連動する連動部材２２０ａは、半円筒の形状をしており、そ
の内周面には両面テープ２２５ａの一方が張り付けてある。この両面テープ２２５ａの他
方を、右側の鎖骨部分の皮膚に張り付けることによって、連動部材２２０ａは、鎖骨部分
と密着・固定し、鎖骨の動きに連動することができる。
【００３６】
　ここで、鎖骨部分の皮膚と連動部材２２０ａとを密着させるために両面テープ２２５ａ
を用いた理由は、簡易に密着でき、両面テープ２２５ａの張替えが容易であるためである
。例えば、ユーザが姿勢計測装置２１０を購入した場合、ユーザは筋力トレーニングをす
る度に両面テープ２２５ａを張り替えることができ、衛生的である。また、ユーザがトレ
ーニングジムの受付で姿勢計測装置２１０を借りる場合、トレーニング前に両面テープ２
２５ａを張り、トレーニング後に剥がすことによって、やはり衛生的に姿勢計測装置２１
０を利用することができる。
【００３７】
　右側の鎖骨の動きに連動する連動部材２２０ａは、その外周面で連結部材２３０ａと接
続している。そして、連結部材２３０ａは、レバー２３２aと接続している。レバー２３
２ａは、縦部材２４２ａの長手方向（縦軸）に対して、回転可能である。そして、縦部材
の上端には１軸センサ２４０ａが配設されている。この１軸センサ２４０ａは、レバー２
３２ａの回転角度を計測できる。ここでは、１軸センサ２４０ａとして、ポテンショメー
タを利用している。ポテンショメータは回転角度に比例した電圧を出力することができる
。
【００３８】
　電圧信号は１軸センサ２４０ａに電気的に接続した信号線２１３ａを経由して、信号端
子２１６ａから、筐体２１０内に入力される。筐体２１０は、不図示であるが、情報処理
を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）ボードと、３軸の回
転速度を検出し、３軸の加速度を検出し、及び３軸の地磁気を検出して絶対方向を検出す
る慣性計測ユニットと、各種機器に電源を供給するバッテリと、外部端末と無線通信する
無線データ通信器とを内蔵している。信号端子２１６ａからの電圧信号は、ＣＰＵボード
に入力され、ＣＰＵボードによって情報処理される。
【００３９】
　図２の点線の直線軸は、前方向は「巻き肩になる」を表している。この前方向の動きは
、レバー２３２ａの点線の回転軸の反時計回り（図２の「前」）の回転角度として計測可
能である。
【００４０】
　同様に、図２の点線の直線軸の後方向は「胸を張る」を表している。この後方向の動き
は、レバー２３２ａの点線の回転軸の時計回り（図２の「後ろ」）の回転角度として計測
可能である。
【００４１】
　次に、「肩をすくめる」及び「肩を下げる」をどのように計測しているかについて説明
する。筐体２１０の上面に固定されている支持部材２１７ａは、横部材２５２ａの一端（
図２の奥側）を固定している。
【００４２】
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　そして、縦部材２４２ａは、横部材２５２ａの長手方向（横軸）に対して回転可能であ
る。また、レバー２３２ａも、横部材２５２ａの長手方向（横軸）に対して回転可能であ
る。
【００４３】
　図２の実線の直線軸は、上方向は「肩をすくめる」を表している。この上方向の動きは
、レバー２３２ａの上方向の動きとなり、縦部材２４２ａの実線の回転軸の時計回り（図
２の「上」）の回転角度として計測可能である。
【００４４】
　同様に、図２の実線の直線軸の下方向は「肩を下げる」を表している。この下方向の動
きは、レバー２３２ａの下方向の動きとなり、縦部材２４２ａの実線の回転軸の反時計回
り（図２の「下」）の回転角度として計測可能である。
【００４５】
　横部材２５２ａの他端（図２の手前側）には、もう一つの１軸センサ２５０ａが配設さ
れている。この１軸センサ２５０ａは、横部材２５２ａに対する縦部材２４２ａの回転角
度を計測できる。ここで、１軸センサ２５０ａも、ポテンショメータを利用している。ポ
テンショメータは回転角度に比例した電圧を出力することができる。
【００４６】
　電圧信号は１軸センサ２５０ａに電気的に接続した信号線２１４ａを経由して、信号端
子２１５ａから、筐体２１０内に入力される。信号端子２１５ａからの電圧信号は、同様
に、ＣＰＵボードに入力され、ＣＰＵボードによって情報処理される。
【００４７】
　このようにして、姿勢計測装置２００は、筋力トレーニング中の右側の鎖骨の４つの動
きを電圧信号の入力として受け取ることができる。また、図２では不図示であるが、同様
に、左側の鎖骨の４つの動きも電圧信号の入力として受け取ることができる。
【００４８】
　（姿勢計測装置の裏面の構成）
　図３は、実施例１に係る姿勢計測装置２００の裏面図である。姿勢計測装置２００の筐
体２１０の裏面には、図１のトレーニングシャツ１００と着脱自在な留め具２６０が設け
られている。
【００４９】
　留め具２６０の中央には凹部２６２が設けられている。また、留め具２６０の下側は開
口しており、後述するトレーニングシャツ１００の凸部が下から上にスライドして、凹部
２６２と嵌め合うことが可能になる。
【００５０】
　可動部材２６４ａ、２６４ｂは、留め具２６０内のばね（不図示）の力によって、留め
具２６０の下側の開口から突出している。トレーニングシャツ１００の凸部を留め具２６
０の凹部２６２にスライドして嵌め合う際には、可動部材２６４ａ、２６４ｂはいったん
縮まる。トレーニングシャツ１００の凸部が留め具２６０の凹部２６２に完全に収まると
、可動部材２６４ａ、２６４ｂは、再び留め具２６０の下側の開口から突出し、姿勢計測
装置２００はトレーニングシャツ１００に固定される。
【００５１】
　姿勢計測装置２００をトレーニングシャツ１００から外す場合、手で筐体２１０を抑え
、上方向にスライドすれば、可動部材２６４ａ、２６４ｂが縮まることによって、トレー
ニングシャツ１００の凸部と留め具２６０の凹部２６２が外れるようになる。
【００５２】
　留め具２６０は厚みがあるため、筐体２１０はトレーニングシャツ１００に対して不安
定になりやすい。このため、留め具２６０の高さと同じ高さの高さ調整部材２６６ａ、２
６６ｂを留め具２６０の下に設けている。
【００５３】
　（姿勢計測システム）
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　図４は、本発明の実施例１に係る姿勢計測システムの概略構成図である。トレーニング
シャツ１００に固定された姿勢計測装置２００では、内蔵のＣＰＵボード（不図示）が、
図２で説明した通り、筋力トレーニング中の鎖骨の４つの動きを電圧信号の入力として受
け取り、左右の鎖骨の動きを計測し、無線データ通信器（不図示）から無線通信５００を
介して、スマートフォン等の携帯端末４００に送信する。
【００５４】
　携帯端末４００のディスプレイは、姿勢計測結果及びトレーニングアドバイスを表示す
ることができる。図４に表示している、姿勢計測結果「左右の鎖骨のなす角度は１４１度
」及びトレーニングアドバイス「胸を張ってください！　肩を下げてください！」は、携
帯端末４００に標準搭載されているスピーカーから音声出力してもよい。また、後述する
動作テンポ測定結果及びそのトレーニングアドバイスを表示または音声出力してもよい。
【００５５】
　ユーザは、姿勢計測結果及びトレーニングアドバイス等をするアプリケーションソフト
ウェアを携帯端末４００に予めダウンロードしておくことによって、筋力トレーニング中
の自分の姿勢やトレーニングアドバイスについてフィードバックを受けることができる。
【００５６】
　（姿勢計測方法及び動作テンポの測定方法）
　図５は、本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のメインフローチャートである。ユーザ
は、まず、トレーニング種目を設定する（Ｓ１０）。姿勢計測装置２００には、トレーニ
ング種目設定用のスイッチ（不図示）が、例えば、筐体（図２の２１０）の前面に設けら
れている。このスイッチをユーザが操作することによって、様々な種類のトレーニング姿
勢を計測することが可能となる。ここでは、一例として、上腕が動く種目（Ｓ２０）、デ
ッドリフト（Ｓ３０）、スクワット（Ｓ４０）の場合について、トレーニング姿勢を計測
する方法及びその動作テンポの測定方法を説明する。
【００５７】
　図６乃至図８は、本発明の実施例１に係る姿勢計測方法のサブフローチャートであり、
それぞれ、上腕が動く種目の場合、デッドリフトの場合、及び、スクワットの場合のサブ
フローチャートを示している。基本的な処理の流れは同じであるが、後述する「自己相関
処理」に入力するデータを替えることによって、様々なトレーニング種目に対応すること
が可能になる。
【００５８】
　まず、図６を参照して、上腕が動く種目の場合について説明する。姿勢計測装置２００
は、上述した通り、鎖骨の動きを回転角度として計測する（Ｓ１１０）。その回転角度に
基づく姿勢計測結果を携帯端末４００に無線送信し、携帯端末４００は姿勢計測結果をユ
ーザに表示又は音声で出力する（Ｓ１２０）。この姿勢計測結果には、図４で説明したト
レーニングアドバイスも含まれる。
【００５９】
　次に、動作テンポの測定について説明する。姿勢計測装置２００は、上述した通り、慣
性計測ユニット及びＣＰＵボード（共に不図示）を内蔵している。
【００６０】
　筋力トレーニングがラットプルダウン、ベンチプレス、や、サイドレイズ等の上腕が動
く種目の場合、胸骨と上腕骨の相対角度の時系列データを計算する必要がある。図６の場
合、胸骨に相当する位置に取り付けた姿勢計測装置２００に内蔵されている慣性計測ユニ
ット及びＣＰＵボード、並びに、腕に取り付けた上腕測定装置３１０の慣性計測ユニット
及びＣＰＵボード（共に不図示）も用いることによって、後述するように、胸骨と上腕骨
の相対角度の時系列データを計算することが可能となる（Ｓ１２２）。
【００６１】
　肘を引く動きのテンポは、上腕骨の胸骨に対する相対姿勢によって求めることが可能に
なる。つまり、姿勢計測装置２００の慣性計測ユニットが胸骨の姿勢を計測し、上腕測定
装置３１０の慣性計測ユニットが上腕骨の姿勢を計測し、両方の計測結果を携帯端末４０
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０に送信する。
【００６２】
　そして、上述したアプリケーションソフトウェアを予めダウンロードした携帯端末４０
０が、受信した両方の計測結果をソフトウェア処理することによって、図６の胸骨と上腕
骨の相対角度の時系列データに変換し（Ｓ１２２）、その自己相関を計算し（Ｓ１３０）
、その極大値をとる時刻（ピーク時刻）を抽出し（Ｓ１４０）、となりあうピーク時刻の
差分（差分時間）を計算し（Ｓ１５０）、差分時間の平均を計算し（Ｓ１６０）、腕が動
く筋力トレーニング種目の動作テンポを出力する（Ｓ１７０）。
【００６３】
　このようにして、携帯端末４００は、図４に示す通り、動作テンポ測定結果「４秒」、
トレーニングアドバイス「適切なテンポです！」をユーザに向けて画面表示や音声で出力
することが可能になる。
【００６４】
　本実施例では、胸骨及び上腕骨のデータ（あるいは、鎖骨及び上腕骨のデータ）を利用
することによって、厳密な測定が難しい肩甲骨及び上腕骨の相対姿勢を計測しなくても、
トレーニング動作のテンポを推定することが十分可能になる。
【００６５】
　次に、図７を参照して、デッドリフトの場合について説明する。姿勢計測装置２００が
回転角度を計測し（Ｓ１１０）、姿勢計測結果を出力する（Ｓ１２０）点は、図６と同じ
である。
【００６６】
　デッドリフトの場合、胸骨に相当する位置に取り付けた姿勢計測装置２００に内蔵され
ている慣性計測ユニット及びＣＰＵボードが、胸骨の絶対空間に対する姿勢の時系列デー
タを計算する（Ｓ１２３）点が特徴である。その後の、自己相関の計算（Ｓ１３０）から
動作テンポの出力（１７０）までの処理ステップは図６と同じであるため、図６の説明を
参照していただきたい。
【００６７】
　続いて、図８を参照して、スクワットの場合について説明する。姿勢計測装置２００が
回転角度を計測し（Ｓ１１０）、姿勢計測結果を出力する（Ｓ１２０）点は、図６と同じ
である。
【００６８】
　スクワットの場合、胸骨に相当する位置に取り付けた姿勢計測装置２００に内蔵されて
いる慣性計測ユニット及びＣＰＵボードが、胸骨の鉛直方向の加速度の時系列データを計
算する（Ｓ１２４）点が特徴である。その後の、自己相関の計算（Ｓ１３０）から動作テ
ンポの出力（１７０）までの処理ステップは図６と同じであるため、図６の説明を参照し
ていただきたい。
【００６９】
　なお、ユーザが上腕測定装置３１０を購入した場合、ユーザは筋力トレーニングをする
度にアームバンド３００を取り換え、洗濯することができ、衛生的である。また、ユーザ
がトレーニングジムの受付で上腕測定装置３１０を借りる場合、トレーニング前にアーム
バンド３００を取付け、トレーニング後に取り外すことによって、やはり衛生的に上腕測
定装置３１０を利用することができる。
【００７０】
　上述した図４乃至図８の説明では、姿勢計測装置２００及び上腕測定装置３１０は直接
、携帯端末４００へ無線通信を行っている。しかしながら、本実施例は、これに限られた
ものではない。例えば、姿勢計測装置２００及び上腕測定装置３１０はそれぞれの計測結
果及び測定結果をクラウドサーバ（不図示）に無線通信で個別に送信し、クラウドサーバ
（不図示）が上述した計算をすることによって、姿勢計測結果及びそのトレーニングアド
バイス、並びに、動作テンポ測定結果及びそのトレーニングアドバイスをクラウドサーバ
（不図示）から携帯端末４００へ送信してもよい。
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【００７１】
　また、姿勢計測装置２００及び上腕測定装置３１０が、上述した計算も行い、さらにス
ピーカ（不図示）を有する場合には、携帯端末４００やクラウドサーバ（不図示）を用い
ずに、姿勢計測結果及びそのトレーニングアドバイス、並びに、動作テンポ測定結果及び
そのトレーニングアドバイスをスピーカ（不図示）から音声出力し、ユーザに伝えてもよ
い。
【００７２】
　（姿勢計測装置を外した状態のトレーニングシャツ）
　図１では、姿勢計測装置２００を取り付けた状態のトレーニングシャツ１００の正面に
ついて説明した。ここでは、姿勢計測装置２００を外した状態のトレーニングシャツ１０
０について説明する。
【００７３】
　このトレーニングシャツ１００は男性用のシャツである。図９は、実施例１に係るトレ
ーニングシャツ１００の正面図である。図１０は、実施例１に係るトレーニングシャツ１
００の側面図である。図１１は、実施例１に係るトレーニングシャツ１００の背面図であ
る。
【００７４】
　トレーニングシャツ１００は、両袖が無く、左右の鎖骨部分が見えるくらいに両肩が露
出している。また、トレーニングシャツ１００は、左右の鎖骨部分が露出するように、伸
縮しにくい生地でシャツの前面を形成されている前身頃１１０と、伸縮しやすい生地でシ
ャツの両側面を形成されている側身頃１２０ａ、１２０ｂと、伸縮しやすい生地でシャツ
の襟を形成されている襟ぐり布１３０と、前身頃１１０の前胸部に配設された凸部１４０
と、伸縮しにくい生地でシャツの後面である後身頃１５０とからなる。
【００７５】
　凸部１４０は、トレーニングシャツ１００の前胸部に相当する部分に設けられていると
説明したが、具体的には、左右の胸鎖関節の動きを制約しない程度に胸骨の上側に設ける
ことが望ましい。このように設置することによって、図１に示した連結部材２３０ａ、２
３０ｂの長さを最小限にすることができ、姿勢計測装置２００を小さくまとめることがで
きるからである。
【００７６】
　凸部１４０が、図３に示した留め具２６０の凹部２６２と着脱自在に嵌め合うことによ
って、姿勢計測装置２００をトレーニングシャツ１００に取り付けたり、外したりするこ
とが可能になる。
【００７７】
　ここで、トレーニングシャツ１００と姿勢計測装置２００とを着脱自在にするための一
例として、凸部１４０と、留め具２６０の凹部２６２とを説明したが、本実施例はこれに
限定されるものではない。例えば、トレーニングシャツ１００側に凹部を設け、留め具２
６０側に凸部を設けてもよい。
【００７８】
　その他には、一対の面ファスナー（不図示）の一方をトレーニングシャツ１００に設け
、この面ファスナーの他方を姿勢計測装置２００に設けてもよい。このように、一対の凹
部及び凸部や、一対の面ファスナーのように、一対の着脱自在な部材を用いることによっ
て、姿勢計測装置２００をトレーニングシャツ１００に着脱自在にすることが可能になる
。
【００７９】
　（効果）
　本実施例のパーソナルトレーナースーツによれば、トレーニングシャツの前胸部分に取
り付けられた姿勢計測装置が左右の鎖骨の動きを計測しているため、筋力トレーニング中
の姿勢が「胸をはり」かつ「肩をすくめない」フォームであるかを計測することができる
。
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【００８０】
　本実施例の姿勢計測装置によれば、筋力トレーニング中の左右の鎖骨の動きに連動した
回転角度を計測することができる。
【００８１】
　本実施例の姿勢計測システムによれば、姿勢計測装置の計測結果である「胸をはり」か
つ「肩をすくめない」フォームであるかについて携帯端末を介して、筋力トレーニング中
のユーザにフィードバックすることができる。また、姿勢計測装置に内蔵した慣性計測ユ
ニットによって、筋力トレーニングの動作テンポについてもユーザにフィードバックする
ことができる。
【００８２】
　さらに、上腕測定装置が本実施例の姿勢計測システムに含まれている場合、上腕測定装
置に内蔵した慣性計測ユニットの情報も用いることによって、上腕が動く筋力トレーニン
グ種目についても動作テンポをユーザにフィードバックすることができる。
【００８３】
　本実施例のトレーニングシャツによれば、左右の鎖骨の動きを計測する姿勢計測装置を
前胸部に相当する部分に安定的に取り付けることができる。これによって、ユーザが激し
い動きをしても、姿勢計測装置が筋力トレーニングの姿勢を正確に計測することができる
。また、トレーニングシャツは姿勢計測装置から着脱自在なため、洗濯することができ、
衛生面で優れている。
【実施例２】
【００８４】
　実施例１のトレーニングシャツ１００は、男性用のシャツであるが、実施例２では、女
性用のシャツについて説明する。
【００８５】
　図１２は、実施例２に係るトレーニングシャツ６００の正面図である。図１３は、実施
例２に係るトレーニングシャツ６００の側面図である。図１４は、実施例２に係るトレー
ニングシャツ６００の背面図である。
【００８６】
　トレーニングシャツ６００は、両袖が無く、左右の鎖骨部分が見えるくらいに両肩が露
出している。また、トレーニングシャツ６００は、左右の鎖骨部分が露出するように、伸
縮しにくい生地でシャツの前面を形成されている前身頃６１０と、伸縮しやすい生地でシ
ャツの両側面を形成されている側身頃６２０ａ、１２０ｂと、伸縮しやすい生地でシャツ
の襟を形成されている襟ぐり布６３０と、前身頃６１０の前胸部に配設された凸部６４０
と、伸縮しにくい生地でシャツの後面である後身頃６５０とからなる。
【００８７】
　女性用の前身頃６１０は、図９に示す男性用の前身頃１１０と異なり、胸の部分が立体
的である。図１２では、立体的な構成であることを点線で示している。一方、実線は各身
頃の区分を表している。すなわち、前身頃６１０は、襟ぐり布６３０の下から、凸部６４
０が取り付けられている部分、胸の立体的な部分、及び、お腹の部分で構成されている。
【００８８】
　女性用の前身頃６１０のお腹の部分は男性用の前身頃１１０よりも横に広く、図１３の
側面図からも少し見える点が、男性用の前身頃１１０と異なる点でもある（男性用のトレ
ーニングシャツの側面図である図１０を参照）。このように、女性用の前身頃６１０のお
腹の部分を広くしたのは、胸の部分を立体的に形成したため、激しい運動をしても、凸部
６４０が安定的に固定されるようにするためである。
【００８９】
　その他の構成については、男性用のトレーニングシャツ１００と同様であるため、その
説明を参照していただきたい。
【００９０】
　（効果）
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　本実施例のトレーニングシャツによれば、女性も、男性と同様、左右の鎖骨の動きを計
測する姿勢計測装置を前胸部に相当する部分に安定的に取り付けることができる。これに
よって、女性のユーザが激しい動きをしても、姿勢計測装置が筋力トレーニングの姿勢を
正確に計測することができる。また、トレーニングシャツは姿勢計測装置から着脱自在な
ため、洗濯することができ、衛生面で優れている。
【００９１】
　以上、本発明の実施例（変形例を含む）について説明してきたが、これらのうち、２つ
以上の実施例を組み合わせて実施しても構わない。あるいは、これらのうち、１つの実施
例を部分的に実施しても構わない。さらには、これらのうち、２つ以上の実施例を部分的
に組み合わせて実施しても構わない。
【００９２】
　例えば、本発明でいう筋力トレーニングには、ウェイトトレーニングのみならず、ラン
ニング等のウェイト機器を用いない運動も含まれる。また、日常生活での姿勢を計測する
ことにも適用でき、生活・福祉・ヘルスケア全般に適用することが可能である。
【００９３】
　本発明は、上記発明の実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲の
記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる
。例えば、姿勢計測装置、上腕測定装置、及び、携帯端末を防水仕様にすれば、陸上のト
レーニングに限らす、水泳など水中でのトレーニングにも適用できる。
【符号の説明】
【００９４】
　　１０　パーソナルトレーナースーツ
　１００、６００　トレーニングシャツ
　１１０、６１０　前身頃
　１２０ａ、１２０ｂ、６２０ａ、６２０ｂ　側身頃
　１３０、６３０　襟ぐり布
　１４０、６４０　凸部
　１５０、６５０　後身頃
　２００　姿勢計測装置
　２１０　筐体
　２１３ａ、２１４ａ　信号線
　２１５ａ、２１６ａ　信号端子
　２１７ａ　支持部材
　２２０ａ、２２０ｂ　連動部材
　２２５ａ　両面テープ
　２３０ａ、２３０ｂ　連結部材
　２３２ａ　レバー
　２４０ａ、２５０a　１軸センサ
　２４２ａ　縦部材
　２５２ａ　横部材
　２６０　留め具
　２６２　凹部
　２６４ａ、２６４ｂ　可動部材
　２６６ａ、２６６ｂ　高さ調整部材
　３００　アームバンド
　３１０　上腕測定装置
　４００　携帯端末
　５００　無線通信
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